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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影により取得された画像データと、当該画像データの撮影日時を示す撮影データとを
対応して記憶した記憶手段と、
　この記憶手段から前記画像データと、これに対応する撮影データとを読み出す読出手段
と、
　この読出手段により読み出された前記画像データに基づき、画像を表示手段に表示させ
る画像表示制御手段と、
　現在日時を計時する計時手段と、
　この計時手段により計時された現在日時と前記撮影日時データが示す撮影日時とを比較
して、前記撮影日時から一定時間以上経過しているか否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段により一定時間以上経過していると判断された場合に、前記撮影日時を表
示させる情報表示制御手段と
　を備えることを特徴とする画像再生制御装置。
【請求項２】
　前記情報表示制御手段は、前記表示手段に画像と撮影日時とが表示されている状態にお
いて、前記撮影日時をフェードアウトさせるフェードアウト処理手段を備えることを特徴
とする請求項１記載の画像再生制御装置。
【請求項３】
　被写体を撮影して画像データを生成する生成手段と、
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　前記被写体の撮影時における情報を示す撮影データを取得する取得手段と、
　前記生成手段により生成された画像データと前記取得手段により取得された撮影データ
とを対応させて前記記憶手段に記憶させる記憶制御手段と
　をさらに備えることを特徴とする請求項１または２記載の画像再生制御装置。
【請求項４】
　前記取得手段は、撮影日時を示す撮影日時データ又は撮影位置を示す撮影位置データの
少なくとも一方を前記撮影データとして取得することを特徴とする請求項３記載の画像再
生制御装置。
【請求項５】
　撮影により取得された画像データと、当該画像データの撮影日時を示す撮影データとを
対応して記憶した記憶手段を備える画像再生制御装置が有するコンピュータを、
　前記記憶手段から前記画像データと、これに対応する撮影データとを読み出す読出手段
と、
　この読出手段により読み出された前記画像データに基づき、画像を表示手段に表示させ
る画像表示制御手段と、
　現在日時を計時する計時手段と、
　この計時手段により計時された現在日時と前記撮影日時データが示す撮影日時とを比較
して、前記撮影日時から一定時間以上経過しているか否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段により一定時間以上経過していると判断された場合に、前記撮影日時を表
示させる情報表示制御手段と
して機能させることを特徴とする画像再生制御プログラム。
【請求項６】
　撮影により取得された画像データと、当該画像データの撮影日時を示す撮影データとを
対応して記憶した記憶手段を備える画像再生装置の制御方法であって、
　前記記憶手段から前記画像データと、これに対応する撮影データとを読み出す読出ステ
ップと、
　この読出ステップにより読み出された前記画像データに基づき、画像を表示手段に表示
させる画像表示制御ステップと、
　現在日時を計時する計時ステップと、
　この計時ステップにより計時された現在日時と前記撮影日時データが示す撮影日時とを
比較して、前記撮影日時から一定時間以上経過しているか否かを判断する判断ステップと
、
　前記判断ステップにより一定時間以上経過していると判断された場合に、前記撮影日時
を表示させる情報表示制御ステップと
を含むことを特徴とする画像再生制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、予め記憶された画像データを順次読み出して再生表示する画像再生制御装置
、画像再生制御プログラム及び画像再生制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、予め撮影して記憶した複数の画像データを順次読み出して再生する、所謂スライ
ド再生機能を備えた画像表示装置が知られている。この画像表示装置は、撮像装置で撮影
されて生成された複数の画像データを撮影日時情報とともに保存する記録手段を備えてい
る。この記録手段から、画像データを順次読み出して再生画像を表示するとともに、撮影
日時情報を読み出して、再生画像のそれぞれの表示時間を、次に再生される再生画像の撮
影日時との間隔に応じて変化させるものである（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００７－１６５９５９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、撮影日時から長期間経過した後、撮影した画像を再生して観賞することは、
一般によく行われる撮影画像の観賞形態である。このような観賞形態において、前述した
従来技術のように、次に再生される再生画像の撮影日時との間隔に応じて、再生画像のそ
れぞれの表示時間を変化させても、再生画像に関連する思い出等の記憶を蘇らせることに
効果はない。
　このため、前記観賞形態において、再生画像に関連する思い出等の記憶を蘇らせること
のできる技術の出現が期待されるものであった。
【０００４】
　本発明は、かかる従来の課題に鑑みてなされたものであり、撮影日時から長期間経過し
た後、撮影した画像を再生して観賞する観賞形態において、再生画像に関連する思い出等
の記憶を蘇らせることのできる画像再生制御装置、画像再生制御プログラム及び画像再生
制御方法提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために請求項１記載の発明に係る画像再生制御装置にあっては、撮
影により取得された画像データと、当該画像データの撮影日時を示す撮影データとを対応
して記憶した記憶手段と、この記憶手段から前記画像データと、これに対応する撮影デー
タとを読み出す読出手段と、この読出手段により読み出された前記画像データに基づき、
画像を表示手段に表示させる画像表示制御手段と、現在日時を計時する計時手段と、この
計時手段により計時された現在日時と前記撮影日時データが示す撮影日時とを比較して、
前記撮影日時から一定時間以上経過しているか否かを判断する判断手段と、前記判断手段
により一定時間以上経過していると判断された場合に、前記撮影日時を表示させる情報表
示制御手段とを備えることを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項２記載の発明に係る画像再生制御装置にあっては、請求項１記載の画像再
生制御装置において、前記情報表示制御手段は、前記表示手段に画像と撮影日時とが表示
されている状態において、前記撮影日時をフェードアウトさせるフェードアウト処理手段
を備えることを特徴とする。
【００１３】
　また、請求項３記載の発明に係る画像表示制御装置にあっては、請求項１または２記載
の画像再生制御装置において、被写体を撮影して画像データを生成する生成手段と、前記
被写体の撮影時における情報を示す撮影データを取得する取得手段と、前記生成手段によ
り生成された画像データと前記取得手段により取得された撮影データとを対応させて前記
記憶手段に記憶させる記憶制御手段とをさらに備えることを特徴とする。
【００１４】
　また、請求項４記載の発明に係る画像表示制御装置にあっては、請求項３記載の画像再
生制御装置において、前記取得手段は、撮影日時を示す撮影日時データ又は撮影位置を示
す撮影位置データの少なくとも一方を前記撮影データとして取得することを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項５記載の発明に係る画像再生制御プログラムにあっては、撮影により取得
された画像データと、当該画像データの撮影日時を示す撮影データとを対応して記憶した
記憶手段を備える画像再生制御装置が有するコンピュータを、前記記憶手段から前記画像
データと、これに対応する撮影データとを読み出す読出手段と、この読出手段により読み
出された前記画像データに基づき、画像を表示手段に表示させる画像表示制御手段と、現
在日時を計時する計時手段と、この計時手段により計時された現在日時と前記撮影日時デ
ータが示す撮影日時とを比較して、前記撮影日時から一定時間以上経過しているか否かを
判断する判断手段と、前記判断手段により一定時間以上経過していると判断された場合に
、前記撮影日時を表示させる情報表示制御手段として機能させることを特徴とする。
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【００１６】
　また、請求項６記載の発明に係る画像再生制御方法にあっては、撮影により取得された
画像データと、当該画像データの撮影時における情報を示す撮影データとを対応して記憶
した記憶手段を備える画像再生装置の制御方法であって、前記記憶手段から前記画像デー
タと、これに対応する撮影データとを読み出す読出ステップと、この読出ステップにより
読み出された前記画像データに基づき、画像を表示手段に表示させる画像表示制御ステッ
プと、前記読出ステップにより読み出された前記撮影データに基づき、撮影時における情
報を前記画像とともに前記表示手段に表示させる情報表示制御ステップとを含むことを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、撮影日時から長期間経過した後、撮影した画像を再生して観賞する観
賞形態において、再生画像に関連する思い出等の記憶を蘇らせることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の一実施の形態を図に従って説明する。
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の一実施の形態に係るデジタルカメラ１の回路構成を示すブロック図で
ある。このデジタルカメラ１は、本体の前面に配置された光学レンズ２、この光学レンズ
２により結像されるＣＣＤ等の撮像素子３と、撮像素子３を駆動するためのＴＧ４と、撮
像素子３から出力された撮像信号を保持するＣＤＳ、その撮像信号を増幅するゲイン調整
アンプ（ＡＧＣ）、増幅後の撮像信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器（ＡＤ）か
らなるユニット回路５を有している。そして、被写体の像が光学レンズ２を介して撮像素
子３上に結像され、撮像素子３は信号を出力する。この撮像素子３から出力された信号は
、ユニット回路５にて、サンプリング、増幅、デジタル化され、画像処理回路／ＣＰＵ６
に送られて、この画像処理回路／ＣＰＵ６内で輝度に変換され、輝度の積分やヒストグラ
ム処理が行われる。
【００１９】
　前記光学レンズ２は、ＡＦモータ等を備えるレンズ駆動回路７に保持されており、レン
ズ駆動回路７が画像処理回路／ＣＰＵ６の制御により駆動されることにより光軸方向に移
動し、撮像素子３に結像される被写体像のフォーカスを調整する。また、ＡＥ制御時には
、撮像素子３が、画像処理回路／ＣＰＵ６から送られるシャッターパルスに基づきＴＧ４
によって駆動され、その電荷蓄積時間を制御される。これにより電子シャッターが実現さ
れる。
【００２０】
　画像処理回路／ＣＰＵ６は各部を制御するものであって、各種の信号処理、及び画像処
理機能を備えたものであり、ユニット回路５を経てデジタル信号に変換された撮像信号か
らビデオ信号を生成し、撮像素子３によって撮像した被写体像をスルー画像としてＴＦＴ
液晶モニター等からなる液晶表示部８に表示させる。また、撮像時には、撮像信号を圧縮
してＪＰＥＧフォーマットの画像ファイルを生成し、それをフラッシュメモリ等からなる
画像記憶媒体９に記憶させ、再生時には圧縮した画像ファイルを伸張して液晶表示部８に
表示させる。なお、画像処理回路／ＣＰＵ６は、現在日時を計時する時計部１０を備えて
おり、画像記憶媒体９は着脱自在である。
【００２１】
　さらに、画像処理回路／ＣＰＵ６には、十字カーソルキー、シャッターキー、メニュー
キー等からなる操作キー部１１、メモリー１２、ＧＰＳ（Global Positioning System）
モジュール１３、地図データ記憶部１４、及びＲＡＭ１５が接続されている。メモリー１
２は、画像処理回路／ＣＰＵ６による各部の制御及び各種データ処理に必要な動作プログ
ラムが記録されたプログラムＲＯＭであり、後述するフローチャートに示す処理を実行す
るためのプログラム等が記憶されている。
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【００２２】
　ＧＰＳモジュール１３は、測地衛星からのＬ１帯のＣ／Ａコードを受信して復調・解読
し現在位置の緯度・経度を割り出すものであり、ＧＰＳモジュール１３により割り出され
た緯度・経度の情報は画像処理回路／ＣＰＵ６に取り込まれる。地図データ記憶部１４に
は、「トロイ」、「イスタンブール」、「東京」、「渋谷」、「伊勢佐木町」等の都市名
や町名等の場所を示す文字データからなる場所データと、当該場所を示す緯度・経度の範
囲データとが対応して記憶されている。ＲＡＭ１５は、各種データを一時的に格納したり
、画像処理回路／ＣＰＵ６のワーク用として使用される。
【００２３】
　次に、以上の構成にかかるデジタルカメラ１の動作を説明する。図２は、撮影モードに
おける処理手順を示すフローチャートである。撮影モードが設定されると画像処理回路／
ＣＰＵ６は前記プログラムに従って、このフローチャートに示す処理を実行する。
【００２４】
　すなわち、撮像素子３によって撮像された被写体像をスルー画像として液晶表示部８に
表示させる（ステップＳ１０１）。次に、シャッターキーが操作されたか否かを判断する
（ステップＳ１０２）。シャッターキーが操作されたならば、撮像素子３からの画像デー
タを取得する（ステップＳ１０３）。また、時計部１０により計時されている現在日時を
撮影日時データとして取得し（ステップＳ１０４）、さらにＧＰＳモジュール１３により
割り出された緯度・経度を撮影位置データとして取得する（ステップＳ１０５）。
【００２５】
　そして、ステップＳ１０３で取得した画像データに、ステップＳ１０４で取得した撮影
日時データと、ステップＳ１０５で取得した撮影位置データからなる撮影データを対応さ
せて画像記憶媒体９に記憶する（ステップＳ１０６）。
【００２６】
　引き続き、撮影モードから他のモードへのモード変更がなされたか否かを判断し、モー
ド変更がなされるまで、ステップＳ１０１～Ｓ１０７のループを繰り返す。したがって、
画像記憶媒体９には、図３に示すように、シャッターキーが操作された時点で撮影された
複数の画像データＡ、Ｂ、Ｃ・・・に各々対応して、撮影データにおける撮影日時として
撮影日時を示す年、月、日、時、分が記憶されるとともに、撮影位置として緯度、経度が
記憶される。
【００２７】
　よって、本実施の形態によれば、後述するスライド再生モードにおいて必要となる撮影
日時や撮影位置の情報を撮影時において画像データとともに記憶することができる。
【００２８】
　図４は、再生モードにおけるスライド再生モードの処理手順を示すフローチャートであ
る。前記画像記憶媒体９に記憶されている画像データと、当該画像データに対応して記憶
されている撮影データとを読み出す（ステップＳ２０１）。次に、この読み出した撮影デ
ータに含まれている撮影日時と時計部１０により計時されている現在日時とを比較するこ
とにより、現時点が撮影日時より一定時間以上経過しているか否かを判断する（ステップ
Ｓ２０２）。
【００２９】
　ここで一定時間とは、例えば５年、１０年等の比較的長い期間であってもよいし、３日
、１０日等の比較的短い期間や、数時間であってもよい。また、この一定時間をユーザが
任意に設定できるようにしてもよい。
【００３０】
　そして、ステップＳ２０２での判断の結果、一定時間以上経過している場合には、前記
ステップＳ２０１で読み込んだ画像データに基づく画像を表示するとともに（ステップＳ
２０３）、画像の一部に、前記撮影日時データに基づき、撮影日時を表示する（ステップ
Ｓ２０４）。したがって、撮影日時から一定時間以上経過した画像をスライド再生した際
には、図５（Ａ－１）に示すように、液晶表示部８には前記画像データに基づく再生画像
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８１とともに、その一部に撮影日時８２が表示される。
【００３１】
　よって、ユーザがこの撮影日時８２を視認することにより、再生画像８１に関連する思
い出等の記憶を蘇らせることができ、再生時の興趣性を向上させることができる。
【００３２】
　一方、ステップＳ２０２での判断の結果、撮影日時から一定時間以上経過していない場
合には、前記画像データに基づく画像のみを表示させる（ステップＳ２０５）。したがっ
て、撮影日時から一定時間以上経過していない比較的新しい画像をスライド再生した際に
は、図５（Ｂ－１）に示すように、液晶表示部８には前記画像データに基づく再生画像８
１のみが表示される。
【００３３】
　よって、撮影日時から一定時間以上経過していない比較的新しい画像であって、ユーザ
の記憶も鮮明な画像に対し、無用となる撮影日時が付加されることがなく、無用な撮影日
時の付加による再生画像８１への影響を未然に防止することができる。
【００３４】
　次に、前記ステップＳ１０１で読み込んだ撮影データに含まれている撮影位置データ（
撮影時の緯度・経度）に基づき、地図データ記憶部１４から地名等を検索して取得する（
ステップＳ２０６）。つまり、前述のように、地図データ記憶部１４には、「トロイ」、
「イスタンブール」、「東京」、「渋谷」、「伊勢佐木町」等の都市名や町名等の場所を
示す文字データからなる場所データと、当該場所を示す緯度・経度の範囲データとが対応
して記憶されている。したがって、前記撮影データに含まれている撮影位置データ（撮影
時の緯度・経度）に対応する都市名や町名等の場所を地図データ記憶部１４にて検索する
ことにより取得する。そして、この取得した場所データ（文字データ）に基づき、画像の
一部に、撮影場所を示す地名等を表示する（ステップＳ２０７）。
【００３５】
　したがって、このステップＳ２０７での処理により、図５（Ａ－２）（Ｂ－２）に示す
ように、液晶表示部８には前記画像データに基づく再生画像８１の一部に「イスタンブー
ル」等の撮影場所８３が表示される。
【００３６】
　よって、ユーザがこの撮影場所８３を視認することにより、再生画像８１に関連する思
い出等の記憶を蘇らせることができ、再生時の興趣性を向上させることができる。
【００３７】
　引き続き、液晶表示部８に撮影日時が表示されているか否かを判断する（ステップＳ２
０８）。このとき、図５（Ａ－２）に示したように、撮影日時８２が表示されていると、
ステップＳ２０８の判断はＹＥＳとなる。したがって、ステップＳ２０８からステップＳ
２０９に進み、撮影日時をフェードアウトする。これにより、図５（Ａ－２）に示した撮
影日時８２の文字が徐々に薄くなっていき、（Ａ－２）の表示状態から（Ｂ－２）の表示
状態へと経時的に移行する。
【００３８】
　よって、このようにフェードアウトにより撮影日時８２を経時的に消去することにより
、スライド再生時における演出効果を高めることができ、再生時の興趣性を向上させるこ
とができる。
【００３９】
　次に、全ての画像の再生が終了し、あるいはスライド再生から他のモードへの移行指示
がある等による終了指示があったか否かを判断し（ステップＳ２１０）、終了指示がある
までステップＳ２０１からの処理を繰り返す。したがって、ステップＳ２０１からの処理
が繰り返し実行されることにより、画像記憶媒体９に記憶されている画像データが順次読
み出されて再生されるスライド再生が行われることとなる。
【００４０】
　なお、本実施の形態においては、撮影日時８２のみをフェードアウトさせるようにした
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が、撮影場所８３もフェードアウトさせるようにしてもよい。これにより、一旦再生画像
８１とともに撮影日時８２と撮影場所８３とを表示させた後、再生画像８１のみの表示状
態に移行することができる。
【００４１】
　（第２の実施の形態）
　図６は、本発明の第２実施の形態におけるスライド再生モードの処理手順を示すフロー
チャートである。前記画像記憶媒体９に記憶されている画像データと、当該画像データに
対応して記憶されている撮影データとを読み出す（ステップＳ３０１）。次に、既に再生
画像を表示中か否かを判断する（ステップＳ３０２）。このとき、スライド再生モード開
始直後であって、未だ再生画像が液晶表示部８に表示されていない場合には、ステップＳ
３０２の判断はＮＯとなる。
【００４２】
　したがって、ステップＳ３０２からステップＳ３０３に進み、前記ステップＳ３０１で
読み出した撮影データに含まれている撮影日時と時計部１０により計時されている現在日
時とを比較することにより、現時点が撮影日時より一定時間以上経過しているか否かを判
断する。このステップＳ３０３での判断の結果、一定時間以上経過している場合には、前
記ステップＳ３０１で読み込んだ画像データに基づく画像を表示するとともに（ステップ
Ｓ３０４）、画像の一部に、前記撮影日時データに基づき、撮影日時を表示する（ステッ
プＳ３０５）。したがって、撮影日時から一定時間以上経過した画像をスライド再生した
際には、図５（Ａ－１）に示すように、液晶表示部８には前記画像データに基づく再生画
像８１とともに、その一部に撮影日時８２が表示される。
【００４３】
　一方、ステップＳ３０３での判断の結果、撮影日時から一定時間以上経過していない場
合には、前記画像データに基づく画像のみを表示させる（ステップＳ３０６）。したがっ
て、撮影日時から一定時間以上経過していない比較的新しい画像をスライド再生した際に
は、図５（Ｂ－１）に示すように、液晶表示部８には前記画像データに基づく再生画像８
１のみが表示される。
【００４４】
　次に、前記ステップＳ１０１で読み込んだ撮影データに含まれている撮影位置データ（
撮影時の緯度・経度）に基づき、地図データ記憶部１４から地名等を検索して取得する（
ステップＳ３０７）。そして、この取得した場所データ（文字データ）に基づき、再生画
像の一部に、撮影場所を示す地名等を表示する（ステップＳ３０８）。したがって、この
ステップＳ３０７での処理により、図５（Ａ－２）（Ｂ－２）に示すように、液晶表示部
８には前記画像データに基づく再生画像８１の一部に「イスタンブール」等の撮影場所８
３が表示される。
【００４５】
　次に、全ての画像の再生が終了し、あるいはスライド再生から他のモードへの移行指示
がある等による終了指示があったか否かを判断する（ステップＳ３０９）。終了指示がな
い場合には、ステップＳ３０１に戻って、画像記憶媒体９に記憶されている次の画像デー
タと、当該次の画像データに対応して記憶されている撮影データとを読み出す（ステップ
Ｓ３０１）。また、前述のように、既に再生画像を表示中か否かを判断する（ステップＳ
３０２）。このとき、前記ステップＳ３０４での処理により既に再生画像が液晶表示部８
に表示されているので、ステップＳ３０２の判断はＹＥＳとなる。
【００４６】
　したがって、ステップＳ３０２からステップＳ３１０に進み、画像切り替え表示を行う
。つまり、現在表示されている再生画像８１に代えて、今回ステップＳ３０１で読み込ん
だ画像データに基づく画像を表示する。
【００４７】
　次に、前記ステップＳ１０１で読み込んだ撮影データに含まれている撮影位置データ（
撮影時の緯度・経度）に基づき、地図データ記憶部１４から地名等を検索して取得する（
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ステップＳ３１１）。そして、この取得した地名等と、前記ステップＳ３０８で再生画像
の一部に表示されている撮影場所を示す地名等が一致するか否かにより、前回の再生画像
と今回の再生画像とで撮影場所の変化があったか否かを判断する（ステップＳ３１２）。
【００４８】
　このステップＳ３１２での判断により、この取得した地名等と前記ステップＳ３０８で
再生画像の一部に表示されている撮影場所を示す地名等が一致せず、前回の再生画像と今
回の再生画像とで撮影場所の変化があった場合には、前述したステップＳ３０８に進み、
再生画像の一部に、ステップＳ３１１で取得した当該再生撮影場所を示す地名等を表示す
る（ステップＳ３０８）。したがって、前回の再生画像の撮影場所が「イスタンブール」
であって、今回の再生画像の撮影場所が「トロイ」である場合のように、撮影場所の変化
があった場合には、撮影日時より一定時間以上経過していなくても撮影場所「トロイ」が
表示される。
【００４９】
　よって、このように撮影場所の変化があった場合には、撮影日時より一定時間以上経過
していなくても、撮影場所が表示されることにより、ユーザはスライド再生される前後の
再生画像における、撮影場所の相違を明瞭に把握することができる。
【００５０】
　他方、ステップＳ３１２での判断の結果、撮影場所に変化がない場合には、画像の一部
に、前記撮影日時データに基づき、撮影日時を表示する（ステップＳ３１３）。したがっ
て、撮影場所に変化がなく同一場所で撮影された画像が連続して再生された場合には、撮
影日時のみの表示となる。
【００５１】
　よって、ユーザは撮影日時のみの表示により、連続的に再生された画像が同一の場所で
撮影されたと理解することができるとともに、撮影日時８２を視認することにより、理解
した同一の撮影場所における、再生画像８１に関連する思い出等の記憶を蘇らせることが
でき、再生時の興趣性を向上させることができる。
【００５２】
　なお、この実施の形態においては、撮影日時８２をフェードアウトさせることなく表示
させ続けるようにしたが、前述した実施の形態と同様にフェードアウトさせるようにして
もよい。
【００５３】
　（第３の実施の形態）
　図７は、本発明の第３実施の形態におけるスライド再生モードの処理手順を示すフロー
チャートである。前記画像記憶媒体９に記憶されている画像データと、当該画像データに
対応して記憶されている撮影データとを読み出す（ステップＳ４０１）。次に、既に再生
画像を表示中か否かを判断する（ステップＳ４０２）。このとき、スライド再生モード開
始直後であって、未だ再生画像が液晶表示部８に表示されていない場合には、ステップＳ
４０２の判断はＮＯとなる。
【００５４】
　したがって、ステップＳ４０２からステップＳ４０８に進み、前記ステップＳ４０１で
読み出した画像データに基づく画像を液晶表示部８に表示させる。また、画像の一部に、
前記撮影日時データに基づき、撮影日時を表示する（ステップＳ４０９）。したがって、
再生開始直後においては、図８（ａ）に示すように、液晶表示部８に表示されている画像
Ａ－１の一部に、「２００７／０６／１８　１３：０８」からなる撮影日時８２が表示さ
れる。
【００５５】
　次に、この表示した撮影日時をＲＡＭ１５に記憶する（ステップＳ４１０）。したがっ
て、本例においては表示した撮影日時「２００７／０６／１８　１３：０８」がＲＡＭ１
５に記憶されることとなる。
【００５６】
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　引き続き、全ての画像の再生が終了し、あるいはスライド再生から他のモードへの移行
指示がある等による終了指示があったか否かを判断する（ステップＳ４１１）。終了指示
がない場合には、ステップＳ４０１に戻って、画像記憶媒体９に記憶されている次の画像
データと、当該次の画像データに対応して記憶されている撮影データとを読み出す（ステ
ップＳ４０１）。また、前述のように、既に再生画像を表示中か否かを判断する（ステッ
プＳ４０２）。このとき、図８（ａ）の状態にあると再生画像Ａ－１が表示されているこ
とから、ステップＳ４０２の判断はＹＥＳとなる。
【００５７】
　したがって、ステップＳ４０２からステップＳ４０３に進み、撮影日時も表示中である
か否かを判断する。このとき、図８（ａ）の状態にあると再生画像Ａ－１とともに、撮影
日時８２が表示されていることから、ステップＳ４０３の判断はＹＥＳとなる。したがっ
て、ステップＳ４０３からステップＳ４０４に進み、撮影日時８２を消去する。この撮影
日時８２の消去に際しては、前述した実施の形態と同様にフェードアウトさせるようにし
てもよい。
【００５８】
　次に、画像切り替え表示を行う（ステップＳ４０５）。つまり、現在表示されている再
生画像に代えて、今回ステップＳ４０１で読み込んだ画像データに基づく画像を表示する
。これにより、図８（ａ）→（ｂ）に示すように、画像Ａ－１から画像Ａ－２に切り替わ
る。
【００５９】
　また、前記ステップＳ１０１で読み込んだ撮影データに含まれている撮影日時データを
取得する（ステップＳ４０６）。そして、このステップＳ４０６で取得した今回の表示画
像の撮影日時データと、前記ステップＳ４１０で記憶した既に表示した撮影日時データと
を比較することにより、今回の表示画像の撮影日時が、既に表示した撮影日時から一定時
間以上経過したか否かを判断する（ステップＳ４０７）。
【００６０】
　この一定時間は、ユーザが任意に設定することができ、本例においては５時間である。
したがって、図８において（ｂ）の画像Ａ－２が（ａ）の画像Ａ－１の撮影日時「２００
７／０６／１８　１３：０８」から５時間以内に撮影されたものであれば、ステップＳ４
０７の判断はＮＯとなる。よって、ステップＳ４０９及びステップＳ４１０の処理を行う
ことなく、ステップＳ４１１に進む。よって、この場合には、図８（ｂ）に示すように、
撮影日時は表示されることなく、画像Ａ－２のみの表示となる。
【００６１】
　しかし、例えばステップＳ４０５で切り替え表示した画像の撮影日時データが例えば「
２００７／０６／１９　１１：０５」であったとすると、今回の表示画像の撮影日時が、
既に表示した撮影日時から一定時間以上経過したことになる。したがって、ステップＳ４
０７からステップＳ４０９に進み、画像の一部に、前記撮影日時データに基づき、撮影日
時を表示する。したがって、図８（ｃ）に示すように、液晶表示部８に表示されている画
像Ｂ－１の一部に、「２００７／０６／１９　１１：０５」からなる撮影日時８２が表示
されることとなる。また、ステップＳ４１０での処理により、撮影日時「２００７／０６
／１９　１１：０５」がＲＡＭ１５に記憶されることとなる。
【００６２】
　そして、再度ステップＳ４０１からの処理が繰り返された際、ステップＳ４０５で切り
替え表示された画像の撮影日時が、ステップＳ４１０でＲＡＭ１５に記憶された撮影日時
「２００７／０６／１９　１１：０５」から５時間未満であれば、ステップＳ４０７の判
断はＮＯとなる。したがって、ステップＳ４０９及びステップＳ４１０の処理は実行され
ず、撮影日時は表示されない。
【００６３】
　つまり、図８に示すように、画像Ａ－１の撮影日時「２００７／０６／１８　１３：０
８」から５時間以内に撮影されたものである画像Ａ－２には撮影日時が付加表示されず、
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画像Ａ－１の撮影日時「２００７／０６／１８　１３：０８」から５時間以上経過して撮
影されたものである画像Ｂ－１には、その撮影日時「２００７／０６／１９　１１：０５
」が付加表示される。
【００６４】
　また、画像Ｂ－１の撮影日時「２００７／０６／１９　１１：０５」から５時間以内に
撮影されたものである画像Ｂ－２、Ｂ－３、Ｂ－４には撮影日時が付加表示されず、画像
Ｂ－１の撮影日時「２００７／０６／１９　１１：０５」から５時間以上経過して撮影さ
れたものである画像Ｃ－１には、その撮影日時「２００７／０６／２０　１４：０８」が
付加表示される。
【００６５】
　また、画像Ｃ－１の撮影日時「２００７／０６／２０　１４：０８」から５時間以内に
撮影されたものである画像Ｃ－２、Ｃ－３には撮影日時が付加表示されず、画像Ｃ－１の
撮影日時「２００７／０６／２０　１４：０８」から５時間以上経過して撮影されたもの
である画像Ｄ－１には、その撮影日時「２００７／０６／２０　２０：４８」が付加表示
される。
【００６６】
　また、画像Ｄ－１の撮影日時「２００７／０６／２０　２０：４８」から５時間以内に
撮影されたものである画像Ｄ－２、Ｄ－３には撮影日時が付加表示されず、画像Ｄ－１の
撮影日時「２００７／０６／２０　２０：４８」から５時間以上経過して撮影されたもの
である画像Ｅ－１には、その撮影日時「２００７／０６／２１　０９：３４」が付加表示
される。そして、画像Ｅ－１の撮影日時「２００７／０６／２１　０９：３４」から５時
間以内に撮影されたものである画像Ｅ－２、Ｄ－３、Ｄ－４、Ｄ－５には撮影日時が付加
表示されずに画像のみが表示される。
【００６７】
　したがって、本実施の形態によれば、時間的に近接した時点で撮影された画像に無用な
撮影日時が付加表示されて画像観賞の妨げになる不都合を防止しつつ、撮影日時から長期
間経過した後、撮影した画像を再生して観賞する観賞形態において、表示された撮影日時
に基づき再生画像に関連する思い出等の記憶を蘇らせることができる。
【００６８】
　（第４の実施の形態）
　図９は、本発明の第４実施の形態におけるスライド再生モードの処理手順を示すフロー
チャートである。前記画像記憶媒体９に記憶されている画像データと、当該画像データに
対応して記憶されている撮影データとを読み出す（ステップＳ５０１）。次に、既に再生
画像を表示中か否かを判断する（ステップＳ５０２）。このとき、スライド再生モード開
始直後であって、未だ再生画像が液晶表示部８に表示されていない場合には、ステップＳ
５０２の判断はＮＯとなる。
【００６９】
　したがって、ステップＳ５０２からステップＳ５０８に進み、前記ステップＳ５０１で
読み出した画像データに基づく画像を液晶表示部８に表示させる。また、前記ステップＳ
５０１で読み込んだ撮影データに含まれている撮影位置データ（撮影時の緯度・経度）に
基づき、地図データ記憶部１４から地名等を検索して取得する（ステップＳ５０９）。そ
して、この取得した場所データ（文字データ）に基づき、再生画像の一部に、撮影場所を
示す地名等を表示するとともに、前記撮影データに含まれている撮影日時データに基づき
、撮影日時を表示する（ステップＳ５１０）。したがって、再生開始直後においては、図
１０（ａ）に示すように、液晶表示部８に表示されている画像Ａ－１の一部に、「トロイ
」からなる撮影場所８３と、「２００７／０６／１８　１３：０８」からなる撮影日時８
２とが表示される。
【００７０】
　次に、この表示した撮影場所をＲＡＭ１５に記憶する（ステップＳ５１１）。したがっ
て、本例においては表示した撮影場所「トロイ」がＲＡＭ１５に記憶されることとなる。
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【００７１】
　引き続き、全ての画像の再生が終了し、あるいはスライド再生から他のモードへの移行
指示がある等による終了指示があったか否かを判断する（ステップＳ５１２）。終了指示
がない場合には、ステップＳ５０１に戻って、画像記憶媒体９に記憶されている次の画像
データと、当該次の画像データに対応して記憶されている撮影データとを読み出す（ステ
ップＳ５０１）。また、前述のように、既に再生画像を表示中か否かを判断する（ステッ
プＳ５０２）。このとき、図１０（ａ）の状態にあると再生画像Ａ－１が表示されている
ことから、ステップＳ５０２の判断はＹＥＳとなる。
【００７２】
　したがって、ステップＳ５０２からステップＳ５０３に進み、撮影場所等も表示中であ
るか否かを判断する。このとき、図１０（ａ）の状態にあると再生画像Ａ－１とともに、
撮影場所８３と撮影日時８２とが表示されていることから、ステップＳ５０３の判断はＹ
ＥＳとなる。したがって、ステップＳ５０３からステップＳ５０４に進み、撮影場所８３
と撮影日時８２とを消去する。この消去に際しては、前述した実施の形態と同様にフェー
ドアウトさせるようにしてもよい。
【００７３】
　次に、画像切り替え表示を行う（ステップＳ５０５）。つまり、現在表示されている再
生画像に代えて、今回ステップＳ５０１で読み込んだ画像データに基づく画像を表示する
。これにより、図１０（ａ）→（ｂ）に示すように、画像Ａ－１から画像Ａ－２に切り替
わる。
【００７４】
　また、前記ステップＳ１０１で読み込んだ撮影データに含まれている撮影位置データ（
撮影時の緯度・経度）に基づき、地図データ記憶部１４から地名等を検索して取得する（
ステップＳ５０６）。そして、このステップＳ５０６で取得した今回の表示画像の撮影場
所と、前記ステップＳ５１１で記憶した既に表示した撮影場所とを比較することにより、
撮影場所が変化したか否かを判断する（ステップＳ５０７）。
【００７５】
　したがって、図１０において（ｂ）の画像Ａ－２が（ａ）の画像Ａ－１の撮影場所「ト
ロイ」と同一場所で撮影されたものであれば、撮影場所に変化はないことから、ステップ
Ｓ５０７の判断はＮＯとなる。よって、ステップＳ５１０及びステップＳ５１１の処理を
行うことなく、ステップＳ５１２に進む。よって、この場合には、図１０（ｂ）に示すよ
うに、撮影場所及び撮影日時は表示されることなく、画像Ａ－２のみの表示となる。
【００７６】
　しかし、例えばステップＳ５０５で切り替え表示した画像の撮影場所データが例えば「
ローマ」であったとすると、今回の表示画像の撮影場所は、既に表示した場所である。し
たがって、ステップＳ５０７からステップＳ５１０に進み、画像の一部に、前記ステップ
Ｓ５０６で取得した地名からなる撮影場所と撮影日時とを表示する。したがって、図１０
（ｃ）に示すように、液晶表示部８に表示されている画像Ｂ－１の一部に、「ローマ」か
らなる撮影場所８３と撮影日時８２が表示されることとなる。また、ステップＳ５１１で
の処理により、撮影場所「ローマ」がＲＡＭ１５に記憶されることとなる。
【００７７】
　そして、再度ステップＳ５０１からの処理が繰り返された際、ステップＳ５０５で切り
替え表示された画像の撮影場所が、ステップＳ５１１でＲＡＭ１５に記憶された撮影場所
「ローマ」であれば、ステップＳ５０７の判断はＮＯとなる。したがって、ステップＳ５
１０及びステップＳ５１１の処理は実行されず、撮影場所及び撮影日時は表示されない。
【００７８】
　つまり、図１０に示すように、画像Ａ－１の撮影場所「トロイ」と同一場所で撮影され
たものである画像Ａ－２には撮影場所等が付加表示されず、画像Ａ－１の撮影場所「トロ
イ」とは異なる場所で撮影されたものである画像Ｂ－１には、その撮影場所「ローマ」が
付加表示される。
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【００７９】
　また、画像Ｂ－１の撮影場所「ローマ」と同一場所で撮影されたものである画像Ｂ－２
、Ｂ－３、Ｂ－４には撮影場所等が付加表示されず、画像Ｂ－１の撮影場所「ローマ」と
は異なる場所で撮影されたものである画像Ｃ－１には、その撮影場所「アテネ」が付加表
示される。
【００８０】
　また、画像Ｃ－１の撮影場所「アテネ」と同一場所で撮影されたものである画像Ｃ－２
、Ｃ－３には撮影場所等が付加表示されず、画像Ｃ－１の撮影場所「アテネ」とは異なる
場所で撮影されたものである画像Ｄ－１には、その撮影場所「ベニス」が付加表示される
。
【００８１】
　また、画像Ｄ－１の撮影場所「ベニス」と同一場所で撮影されたものである画像Ｄ－２
、Ｄ－３には撮影場所等が付加表示されず、画像Ｄ－１の撮影場所「ベニス」とは異なる
場所で撮影されたものである画像Ｅ－１には、その撮影場所「イスタンブール」が付加表
示される。そして、画像Ｅ－１の撮影場所「イスタンブール」と同一場所で撮影されたも
のである画像Ｅ－２、Ｄ－３、Ｄ－４、Ｄ－５には撮影場所等が付加表示されずに画像の
みが表示される。
【００８２】
　したがって、本実施の形態によれば、同一の場所で撮影された画像に無用な撮影場所等
が付加表示されて画像観賞の妨げになる不都合を防止しつつ、撮影日時から長期間経過し
た後、撮影した画像を再生して観賞する観賞形態において、表示された撮影場所に基づき
再生画像に関連する思い出等の記憶を蘇らせることができる。
【００８３】
　なお、本実施の形態においては、撮影場所とともに撮影日時表示させるようにしたが、
撮影場所のみを表示させるようにしてもよい。
【００８４】
　また、本実施の形態においては、前回の撮影場所と今回の撮影場所とが同一場所で撮影
された画像の場合には、撮影場所等が付加表示されず、他方、それらが互いに異なる場所
で撮影された画像の場合には、その撮影場所等の名称が付加表示されるようにしているが
、図９の処理において、図４０７およびＳ４０７の各処理を追加し、例えば、図１０に示
すように、撮影場所等の名称表示のほかに、撮影日時を併せて表示するようにしてもよい
。
　また、各実施の形態においては、本発明をデジタルカメラに適用するようにしたが、画
像再生機能のみを有する再生装置に本発明を適用するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明の一実施の形態係るデジタルカメラの回路構成を示すブロック図である。
【図２】同実施の形態の撮影モードにおける処理手順を示すフローチャートである。
【図３】画像記憶媒体の記録状態を示す模式図である。
【図４】同実施の形態のスライド再生モードにおける処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図５】同実施の形態の表示遷移図である。
【図６】本発明の第２実施の形態の撮影モードにおける処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図７】本発明の第３実施の形態の撮影モードにおける処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図８】同実施の形態の表示遷移図である。
【図９】本発明の第３実施の形態の撮影モードにおける処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図１０】同実施の形態の表示遷移図である。
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【符号の説明】
【００８６】
　　１　　デジタルカメラ
　　２　　光学レンズ
　　３　　撮像素子
　　４　　ＴＧ
　　５　　ユニット回路
　　６　　画像処理回路／ＣＰＵ
　　７　　レンズ駆動回路
　　８　　液晶表示部
　　９　　画像記憶媒体
　　１０　　時計部
　　１１　　操作キー部
　　１２　　メモリー
　　１３　　ＧＰＳモジュール
　　１４　　地図データ記憶部
　　１５　　ＲＡＭ
　　８１　　再生画像
　　８２　　撮影場所
　　８３　　撮影場所

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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